
令和 2 年 11 月 24 日 
  事 業 主 の 皆 様 へ 
 
      佐世保労働基準監督署 
    

第三次産業における労働災害防止への協力のお願い 

 
 
 平素は労働災害防止にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、令和 2 年 10 月末時点の佐世保労働基準監督署管内の労働災害発生状況

は、休業 4 日以上の死傷者数が 234 人（前年同時期 233 名）と高い水準で推移

しています。 
業種別では、第三次産業の労働災害が 114件と全体の半数近くを占めており、

その中でも商業及び保健衛生業において多く発生しています。 
また、保健衛生業においては前年同期比の約 1.4 倍（27 件⇒37 件）に増加し、

死亡災害も発生するなど非常に憂慮すべき状況にあります。 
つきましては、本リーフレットを参考にして頂き、施設内の定期的なパトロー

ルの実施などの自主的な安全衛生活動への取り組みを一層強化していただくと

ともに、労使が一体となって職場の安全意識が醸成・浸透されるよう意識啓発を

図って頂きますようお願い致します。 
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※ 本統計は休業4日以上の労働者死傷病報告により作成

第三次産業の労働災害発生状況
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【主な安全活動の概要】 
 
①経営トップによる安全衛生方針の表明 
🔶経営トップによる安全衛生方針を策定し、掲示や従業員への小冊子

の配布などにより周知します。        
 
②4S 活動＝災害の原因を取り除く 

🔶４S 活動は、労働災害の防止だけではなく、作業のしやすさ、作業の効率化も

期待できます。また、荷物やゴミなど、物が散らかっている職場や、水や油で

床が滑りやすい職場は災害の危険が高くなります。 
 
③KY 活動＝潜んでいる危険を見つける 
🔶KY とは「危険（K）・予知（Y）」のことです。KY 活動では、業務を開始

する前に職場で「その作業では、どんな危険が潜んでいるか」を話し合っ

て「これは危ない」というポイントに対する対策を決め、作業のときは一

人ひとりが「指差し呼称」をして行動を確認します。 
 
④危険の「見える化」＝危険を周知する 
🔶危険の「見える化」とは、職場の危険を可視化（見える化）し、従業

員全員で共有することをいいます。KY 活動で見つけた危険のポイント

に、右図のようなステッカーなどを貼りつけることで注意喚起します。 
 
⑤安全推進者の配置（安全推進者の配置等に係るガイドライン） 
🔶店舗・施設ごとに安全の担当者（＝安全推進者）を配置し、安全衛生活動、安

全衛生教育・啓発の推進などの旗振り役を担わせます。 
 <安全推進者の活動内容（例）> 
 ・職場内の整理整頓（4S 活動）の推進 

・床の凹凸面の解消など危険箇所の改善 

・刃物や台車など道具の安全な使用に関するマニュアルの整備 

・朝礼などの場を活用した労働災害防止の意義の周知・啓発 

 ・荷物の運搬などの作業での安全な作業手順についての教育・研修の実施など 



🔶 転倒災害防止対策について 

 厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」

を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。 

 

🔶 冬期の転倒災害防止のポイント 
 積雪・凍結による転倒災害のリスクが高くなる冬期間は、以下の対策が特に重要です。 
●駐車場の除雪・融雪は万全に、出入口などに注意する 
駐車場内、駐車場から職場までの通路を確保するため、必要に応じて除雪や融雪剤

の散布を行いましょう。また、冬期は日没時間が早まることから、出入口や駐車場等

に照明設備を設けて照度を確保し、早めの点灯を心掛けましょう。 
 ●職場の危険箇所の周知、適切な履物などの教育を行う 

  屋外通路や駐車場で凍結しやすい場所を把握し、労働者へ周知しましょう。 

また、事業場内及び通勤時の履物については、スリッパの使用や、靴のかかとを踏

みつけて使用しないよう指導するとともに、作業に適した履物や、通勤においてもか

かとのある履物を使用するよう指導しましょう。 

転倒災害は第三次産業をはじめ、あらゆる業種で多発している災害です！ 



次の事項のうち、労働災害の発生状況等を踏まえ、必要性の高いものから取組を始

め、順次、取組事項を拡げてください。 


